


明性確保とデータポータビリティ、 AP1開放」(日

本を含む各国の競争当局による、デジタル・プ

ラットフォーマーの取引の透明性確保、データ

ポータビリティ及びAP1開放に関する見解を概観)

》2020no/14⑳「機微技術管理の国際動向と留意点」

(中国に対抗する欧米の機微技術の流出防止策お

よび我が国の対応施策・関連ガイドラインなど)

》202ν10/21図「DX時代に対応した権利保護・適切

な対価還元と利用円滑化の両立」(海賊版サイト

ブロッキングおよび拡大集中許諾(ECL)等)

》2022/12/9@「デジタル時代のデータ戦略の今」

(欧州データ戦略ーデータ法案一EHDS法案、日

本の包括的データ戦略一全国医療情報プラット

フォーム構想)

(本稿において、上記各稿に0いては随時「特許

ニュース2018/2/9⑫参照」等と記載します。)

データポータビリティおよびプラットフォーム

規制を含むデータガバナンスは、デジタル社会にお

いてますます重要性を増しています。本稿では、我

が国におけるデータガバナンスとデータポータビリ

ティに関する議論の現在と今後の方向性に0いて検

討したいと思、います。

2 特許 上1、
^

政改革推進会議、デジタル庁と共に取り組みを加

速一深化させるスケジュールも発表されました。

このうち「医療などのデータ利活用制度の検討

(データ法等の体系のあり方の検討及ぴ分野別の取

組みの工程表作り)」は、特許ニュース20訟/12/9

@でも紹介したとおり、かねてより規制改革推進会

議・医療WGで検討しながらこの問、主管である厚

労省における検討が進まなか0たものであり、 WG

でのフォローアップ課題でもあります1。

ス 令和 6年(2024年) 12月11日(水曜 E )

Ⅱ日本の現状の総括と今後の取組方針につ

いて

石破内閣のもと2024年Ⅱ月12日に開催されたデジ

タル行財政改革会議においては、参考1のとおり、

資料3 (事務局提出資料)により、 EUと目本のデジ

タル関係の法制度の整備状況を比較Lたうえで、わ

が国のデータ利活用制度の課題を「データ利活削

による社会課題の解決が重要な課題となる中、 EU

等において、個人情報保護法制と整合的な形で医

療、金融、産業等の分野でデータ利活用にかかる制

度の整備が急速に進展している一方、日本では包括

的な検討はなされていない」と総括し、今後の取り

組みとして、デジタル行財政改革の下で、 20別年内

に検討会を立ち上げて検討を行い、2025年夏を目途

に、わが国のデータ利活用制度の在り方についての

基本的な方針を策定することを決定しました。また、

同会議は「新しい地方経済・生活環境創生本部」(令

和6年10月Ⅱ日閣議決定により設置)と連携し、デ

ジタル行財政改革会議関係の規制改革推進会議、行

Ⅲプラットフォーム規制

1. EU及び米国におけるプラットフォーム規制

デジタル社会においては、プラットフォーム依

存から、ロックイン効果俳寺定のプラットフォー

ムに依存することで、他のサービスへの乗り換

えが困難になる。)、データの囲い込み(プラット

フォームがユーザーデータを囲い込み、競争を阻

害する可能性がある。)など、プラットフォームが

データを独占し、ユー"ーのデータ移行を妨げる

可能性があります。プラットフォーム規制は、こ

うしたデジタルプラットフォームの市場支配力を

抑制し、競争を促進するための規制です。

亘Uは、デジタル市場法DMAの導入により、プ

ラットフォーム規制において最も先進的な地域と

なっています。 EUでは、デジタル市場法(D喰i始1

Markets Act。以下「DMA」)において、特定の

「コア・プラットフォーム・サービス」(CPS.)を

提供する大規模なオンライン・プラットフォー

ム(いわゆる「ゲートキーパーD に対して事

前の覇務(例えばデータへのアケセス及び利用、

サービスの流通や集約、非差別的取扱い、デー

タ及びサービスへの公正、合理的かつ非差別的

(rFRANDJ)なアクセス、メッセージングサービ

スの相互運用性、並ぴに一定の報告義務など)を

課してぃます2。なお、 Appleは2024年1円以降、

Coogleは同年3月以降、 EUにおいてDMAに準拠

するため、 EUで配信されるアプリに関するアッ

プデートを公表しています。

米国は、長年、反トラスト法(she如肌 Anti・

trust ACL clayton AnutNSI AC0 に基fづ、いた個別

の訴訟を通じてプラットワオーム企業の独占禁止

法違反行為を規制してきましたが、近年では、大

二



【参考1:出典2024年11月12日デジタル行財政改革会議資料3 「今後の取り組み方針」(ka培i8_SWOU3.pdf

以下「前掲資料3」) P17、 P18、 P24】

データ利活用:EUと日本のデジタル関係の法制度の襲備
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規模プラットフォームに対する規制強化の動き

が強まっています。なお、 Appleは、 2024年1月、

外都購入りンクを含むアプリの米国での配信を認

めましたが、これを利用する場合に減額されるア

プリストア手数料・の額は3%にとどまっています。
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2.日本におけるプラットフォーム規制

日本でもプラットフォーム依存問題につぃて独

占禁止法の適用範囲を拡大する議論が進んでぃま

すが、 EUや米国に比べて規制は緩やかであり、デ

ジタル市場における競争政策の司令塔を担う内倒

官房(デジタル市場競争本部事務局)を中心に政府
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4

全体で事前規制・共同規制・事後規制を組み合わ

せた制度整備に向けた取り組みが進められていま

す。

2020年5月27日「特定デジタルプラツトフォーム

の透明性及び公正性の向上に関する法律」(令和2

年法律第認号、以下「透明化法」という。)が制定

され、2021年2月に施行、同年4月から本格的な運

用を開始Lています。透明化法は、事業者問取引

(いわゆるP1且壮onn to BusmesSの取引)における利

用事業者保護を図るとともに、その規制乎法として

共同規制を採用するものであって、デジタルプラツ

トフォーム捉供者のうち、デジタルプラットワオー

ムの透明性・公正性の白主的な向上に努めることが

特に必要な者を規制対象としています。

具体的には政令で定める事業の区分と規模の要

件を満たすデジタルプラットフォームを提供する

者が「特定デジタルプラットフォーム提供者」と

して指定され、透明化法上の義務を負うとされて

います(法4条1項)。透明化法上の義務には①

利用事業者に対する情報開示義務 q去5条)、②

利用事業者との相互理解を促進する力めの体制整

備義務(法7条、「特定デジタルプラツトフォー

ム提供者が商品等提供利用者との問の取引関係に

おける相互理解の促進を図るために講ずべき措置

にっいての指針」(令和3年経済産業省告示16号。

以ト、「指金ヒという。))、③運営状況の自己評価

を付した定期報告書を経済産業大臣に毎年度提出

する義務(法9条1項)の3つがあります。

透明イ瞬去では、運営、報告、評価、改善とい

うサイクルを行政の関与のもと、継続的に回して

いく中で、特定デジタルプラットフォーム提供者

に自主的な取り組みを促すことが想定されていま

す("モニタリング・レビュー"システム)。 2023

年度は12回にわたってモニタリング会合を朋催し、

2023年12月5日にモニタリング会合とりまとめを

公表し、 2024年2月2日には総合物販オンライン

モール分野及びアプリストア分野については、 2

回Hの、デジタル広告分野については初の経済産

業大臣評価(以下「本評価」)を公表Lています。

たとえば、アプリストアの運営にかかる費用と

手数料・にっいて、本評価では、アプリ内課金の代

替決済手段や当該手段に至るまでの緑路について、

特許 'ユ、 ス

利用事業者にと0てアプリ内課金との比較で実質

的な選択肢となる仕組みとすることを求めています。

また、オーディエンス・データへのアクセスも

問題になっています。オーディエンス・データと

は、広告閲覧者のウェプサイトの訪問履歴、購入

履歴、属性のデータ、位置情報等を解析し、同様

の特徴を持つ広告閲覧者同士のグループに整理し

たうえで、匿名化したデータをいい、広告のター

ゲティング配信のために利用されます(指針2.42)。

サードパーティ・クッキーの廃止に向けた動きが

進む中、広告主にとって、デジタルプラツトフォー

ムの保有するオーディエンス・データに依拠した

マーケティングの重要性が高ま0ており、特定デ

ジタルプラットフォーム提供者には、広告主や業

界団体からの求めに応じ、オーディエンス・テー

タを利用しやすい方法で提供するとともに、その

使い力をわかりゃすく説明することが求められて

います。

なお、経済産業省は、デジタルプラットフォー

ムを利用する事業者向けに「デジタルプラット

フォーム取引相談窓口」を設けており、当該窓口

に寄せられる声が大臣評価においても重要な役割

を果たしているといわれています。

令和 6年(2024年) 12月11日(水曜田

3.プラットフォーム依存性に対する解決策

技術的な解決策としては、データフォーマツト

の標準化(国際的な標準規格を策定し、データ形

式を統一する。)、 AP1の開発(異なるシステム間

でデータをやり取りするためのAP1を開発する。)、

分散型台帳技術の活用(ブロッケチェーンなどの

分散型台帳技術を活用することで、データの信頼

性と透明性を高める。)が考えられます。

プライバシー保護対策としては、データの最小

化し必要最小限のデータのみを移転する。)、暗号

化技術の活用(データを暗号化することで、不正

アクセスから保護する等)、プライバシーポリシー

の明硫化(データの利用目的や第三者への提供に

つぃて、明確なプライバシーポリシーを策定する。)

があります。

さらに、制度整備としては、データ所有権の明

硴化(データの所有権を個人に明確化し、プラツ

トフォーム依存から脱却するための法整備を進め

二



る。)、データトラストの構築(第三者の信頼でき

る機関が、個人のデータを管理する仕組みを構築

する。)、オープンAP1の推進(プラットフ才ーム

が、自社のサービスにアクセスするためのAHを

公開する。)、ポータビリティの義務化(プラット

フォーム事業者に、ユーザーがデータを自由に持

ち出せるように義樹寸ける。)があげられます。

特許

Ⅳデータポータビリティにつぃて

1.データビリティの位置づけ

(1)データポータビリティは、個人が自身のデータ

を異なるサービス問で自由に移動させる権利であ

り、近年、佃人情報保護の新たな潮流として注目

されています。この権利は、個人が白身のデータ

をコントロールし、様々なサービスを自由に選択

できるという点で、デジタル社会における個人の

自立を促進する上で重要な役割を果たします。

米国と欧州のデータポータビリティに関する

考え方は、プライバシー保護と市場競争のバラ

ンスという点で大きく異な0ています。欧州は、

個人のプライバシー保護を重視し、厳格なデー

タ保護法を制定しているのに対し、米国は、市

場競争を重視し、セクター別や州別の規制が中

心とな0ています。

米国は、個人のプライバシー保護よりも、市

場競争を重視する傾向があり、データポータビリ

ティに関する法規制は、欧州に比べて緩やかです。

米国では、金融、医療など、各セケターごとに

異なるプライバシー法が制定されており、データ

ポータビリティに関する規定も、セクターによっ

コ、 ス 令和 6年(2024年)12月 U e (水曜田(

て異なります。また、各州が独自のプライバシー

法を制定しているため、州によ0てデータポータ

ビリティに関する規制に大きな差があります。カ

りフォルニア州では、カリフォルニア州消費者プ

ライバシー法(CCPA)が制定されており、事業

者は、消費者の個人データを第三者に販売する

場合には、消費者の同意を得る義務があります。

また、消費者は、事業者に自身の個人データの

開示を要求することができます。連邦レベルでは、

FTC (連邦取引委員会)が、不当な商業慣行を

禁止する法律に基dいて、データプライバシーに

関する規制を行っています。

欧州は、個人のプライバシー保護を重視して

おり、 GDPR (2016)をはじめとする厳格なデー

タ保護法を制定しています。 EUの欧州のデー

タガバナンス法(2促1)、データ法(2促3)、欧

州へルスデータベース法(2024)の出発点にあ

るのは、 GDPRで明記されたデータポータビ

リティの概念です。 GDPRは、 EU域内で個人

データを取り扱うすべての事業者に適用され

る包括的なデータ保護法です。 GDPR第20条で

は、データポータビリティの権利が明記され

ており、個人は、自身が提供した個人データ

を、構造化され、一般的に使用される、機械

可読な形式で取得し、他の事業者に転送する

権利を有します。epHⅧCy指令は、電子通信

に関するプライバシー保護に関する指令であ

り、 GDPRと連携して、個人のプライバシーを

保護しています。 GDPRは、 EU域内だけでなく、

EU域外に所在する事業者であっても、 EU域内

5
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いません。の個人データを処理する場合には適用されま

個人情報保護法は、個人データの漏えい等擢す3。

告(26条1項)及び安全管理措置(23条)につ(2)日本の個人情報保護法制は国・地方自治体
いて、個人情報ではなく、「仙人データ」をそのを含めて、非常に複雑です。これまでも見直し

対象としています。個人情報とは、当該情紐にが検討されてきましたが、複雑さは解消されて

【参考3:デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律概要資料一個人情報保護委員=ー】
個A悟報保護制塵見迫しの全休像
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含まれる氏名、生年月日その他の記述等により

特定の個人を識別することができるもの等をい

う(2条1項)のに対L、個人データとは、個

人情報データベース等を構成する個人情報をい

うとされ a6条3項)、「個人情報データベース

等」については]6条1項で定義されてぃます。

具体的には、特定の個人情報をコンピュータ

を用いて検索することができるように体系的に

構成した、個人情報を含む情報の集合物が想定

されていますが、コンピュータを用いてぃない

場合であっても、紙面で処理した佃人情報をー

定の規則(例えば、五十音順等)に従って整理・

分類し、特定の個人情報を容易に検索すること

ができるよう、目汰、索引、符号等を付し、他

人によっても容易に検索可能な状態に置いてぃ

るものも該当するものとされています(個人情

報の保護に関する法律についてのガイドライン

(通則編)(平成28年個人情報保護委員会告示第

6号。 2 -4 )。

近時、オンラインのウェブサイト(特にEC

サイト)において、ログィンフォーム等の入力

フォームから直接個人情報を摂取するいわゆる

Webスキミングと言われる方法による佃人情扱

の窃取被害が生じています。この手法による個

人情報の窃取は、佃人情報単体を、事業者の個

人情報データベース等に組み込まれる前に行わ

れてしまうものであるため、窃取された個人情

報は、「個人データ」には該当していないという

ことになり、漏えい等報告及び安全管理措置の

対象とならないと老えられます。

そこで、 2024年4月1日に施行された「個人情

報の保護に関する法律施行規則の一部を改正す

る規則上同ガイドライン改正により、個人情報

データベースに組み込まれる前のいわゆる散在

情報の段階の個人情報についても、佃人データ

として取り扱われることが予定されてぃるものに

ついては、それが不正の目的の行為により漏えい

等した場合には、漏えい等発生時の報告・逓知

義務と安全管理措値の対象が拡大されました(改

正前では「個人データ」のみ対象とされてぃまし

たが、一定の場合において「個人情報」も対象に

含まれることになりました。)。

特許 ゛エ ス 令和 6年(2024年)12月11日(水曜田(

このように、日本の個人情報法制は社会環境

の変化に応じて常に見直し努力が続けられてい

るものの、その複雑さは増すばかりでデータ利活

用の促進の阻害要因になっているといわざるを得

ません。筆者は、データ利活用に関する法的整

備に0いて、これまで「日本では包括的な検討

はなされていない」状況の原因の一端は、個人

の権利としてデータポータビリティの位置づけを

避けてきたことにあるのではないか、今後、デー

タ利活用について、個人起点(一次利用)と社会

起点(二次利用)のルール整備を進めるためには、

データポータビリティ概念を明確にすることを避

けるべきではないと考えています。

7

2.データポータビリティ実現上の課題との関係

とはいえ、確かに、データポータビリティの実

現には、技術的な課題やプライバシー保護とのバ

ランスなど、様々な課題が山積しています。

技術的な課題としては、データ形式の非互換性

(異なるサービスで利用されるデータ形式が統一され

ていないため、データの変換に手間とコストがかか

る。)、システム間の連携(異なるシステム間の連携

を確立するためには、 AHの開発やデータフォーマッ

トの標準化が必要となる。)、データ量の増加(デー

タ量が膨大になるにつれて、データの転送や処理に

時間がかかり、コストも増加する。)があげられます。

また、プライバシー保護とのバランスに関しては、

佃人情報の漏洩りスク(データの移転中に、第三

者に不正にアクセスされるりスクがある。)、データ

の誤用(移転されたデータが、元の目的とは異な

る目的で利用される可能性がある。)、匿名化との矛

盾(データポータビリティと匿名化は、一見矛盾す

る概念のように思われる。)があげられます。

さらに、データポータビリティの実現には事業

者への負担が避けられません。例えば、システム

改修コスト(データポータビリティに対応するた

めには、既存のシステムを改修する必要がある。)、

データ管理コスト(移転されたデータの管理コス

トも増加する。)および疑争環境の変化(データ

ポータビリティによ0て、顧客の乘り換えが容易

になり、事業者の競争が激化する。)による事業者

の負担への対策をとる必要もあります。

二
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法的な課胆としては、データ主権に0いては、デー

タオーナーシップ(データの所有権(利用権)が誰に

あるのかという問題)は、データポータビリティの議

論において重要な要素となります。また、著作権(デー

タの中には、著作権で保護されるコンテンツが含ま

れてぃる場合がある。)、契約上の制限(サービス契

約によ。ては、データの持ち出し力沸Ⅲ捉されている

場合がある。)、国際的な法規制(データを国境を越

えて移転する場合、各国の法規制を遵守する必要が

ある。)もあります。プラットフォーム依存(プラツト

フォームがデータを独占し、ユー仟一のデータ移行

を妨げる可能性がある。)に0いてはⅢで後述します。

しかしながら、これらのデータポータビリティ

の実現に伴う様々な課題状況は、欧米においても

共通するところです。「卵が先か鶏が先か」の議論

にみえるかもしれませんが、データ利活用に関す

る法的整備にりいて包括的な検討をするためには、

欧米のように、データポータビリティ権の整理を

出発点として、具体的な技術的な課題やプライバ

シー保護とのバランスなど、実現上の課題につい

ての解決の具体策を、順次策定して行くという方

が政策実現において効率的であることは、前掲資

料3の日本と欧州との制度比較においても客観的

に認められるところでしょう。

特許 'ユ、 ス

秘密計算は、データを開示せず暗号化した

まま計算し、結果のみを復元するため、クラウ

ドでデータを秘匿化したまま分析処理や、異な

る組織劉のデータを秘匿化したまま結合分析

を、高速か0安全に行うことができます。今

日、ほばすべてのWebサイトが、通信の暗号

化値TTPS)を使用しているのと同様に、まも

なく全てのワークロードが秘密計算(1rusted

Execution environmenl、 TEE)で実行されるよ

うになるといわれていま司、。

令和 6年(2024年)]2月Ⅱ日(水曜日)

3.データポータビリティ実現上の課題の解決策

データポータビリティ実現状の課題については、そ

れぞれ以下のような解決策が提案・検討されています。

劇)技術的な解決策

データフォーマットの標準化(国際的な標準

規格を策定し、データ形式を統一する。)、 API

の開発(異なるシステム問でデータをやり取り

するためのAP1を開発する。)、ケラウド技術の

活用(クラウド技術を活用することで、データ

の転送や処理を効率化できる。)

(3)事業者への支援

政昂Hこよる支援(政府が、データポータビリ

ティに関するガイドラインを策定したり、技術

的な支援を行う。)、業界団体による連携(業界

団体が、共通の技術基準を策定したり、相互運

用性を高めるための取り組みを進める。)、

(4)法的な整備

データポータビリティに関する法整備(デー

タポータビリティの範囲や手続きを明硫化する。)、

著作権法の改正(データポータビリティと著作権

の関係を明確化する。)、国際的な脇力(データポー

タビリティに関する国際的な枠組みを構築する。)

(2)プライバシー保護対策

データの匿名化(個人を特定できないよう

にデータを加工する。)、アクセス制御(データ

へのアクセス権限を厳しく管理する。)、暗号、化

(秘密計算。テータを暗号化することで、不正

アクセス等から保護する。)

(5)国際的な課題

各国のデータ保護法には差異があり、国際

的なデータ移転を複雑化させています。さらに

各国でデータの保管場所に関する規制が強化さ

れると、データのグローバルな流通が制限され

る可能性があります。こうした課題の解決策と

しては、データポータビリティに関する国際的

な枠組みを構築し、法規制の嗣和を図ること

や、データの自由な流れを促進するための国際

的な合意形成ΦFFT : Data Free Flow wi血

TNSU を目指すことが求められます。

4.まとめと今後の展望

データポータビリティは、個人情報保護の桜点

から重要な概念であり、今後ますます注目される

ことが予想されます。しかし、その実現には、技

術的な課題、プライバシー保護とのバランス、そ

二



してデータ主権やプラットフォーム依存とい0た

新たな概念との関係性など、多くの課題が存在し

ます。これらの課題を解決するためには、政府、

企業、そして個人を含めた多様な主体が協力し、

制度設計や技術開発を進めていく必要があります。

V 生成A1サービス提供事業者等の責任につ

いて

より今日的な問題として、 A1技術、特に生成Nの

進歩は目覚ましく、私たちの生活やビジネスに欠くこ

とのできない存在となる一方で、その商業的利用の普

及につれ、 N生成物の生成過程における権利侵害問

題や、いわゆるディープフェイクによる社会の混乱や

誤った学習データ、モデルによる差別の助長などが問

題にな0ています。基本的人権や民主主義などの普

遍的価値を守りながら、技術革新を後押ししていくた

めの包括的な枠紕みが求められているといえます。

1.欧州(EU) A1規制法

2024年5月21日、生成A1を含む包括的なA1の規

制である「欧州絶U) A1規制法」(以下、 rA1法」)

が成立し(8月1日発効。今後、規制内容に応じ

て2030年12目31日までに段階的に施行) 4、 EU域

内に所在していない日本企業も、 EU域内でA1シス

テムを上市する等のプロバイダーに該当する場合、

A1法の適用を受けます(違反類型に応じて、全

世界売上ベースでの制裁金が定められています。)。

A1法は、 A1をりスクの程度で分類Lてりスクの裟

度ごとにさまざまな規制(要件・義務)を定めてお

り、今後、段階的に適用されます。 A1法の対象に

なるにもかかわらず適切な対応が実施されていな

い場合、高額な制裁金を科されるおそれがありま

す。また、 A1法では技術的要求事項として、デー

タガバナンス、プライバシーガバナンス、サイバー

セキュリティが挙け'られています。ヨ本企業におい

ても、 A1法の施行タイミングや自社サービスに適

用される要件・義務を把握し、自社の各ガバナン

スのセルファセスメントを実施することが必要です。

さらに、 N法には、生成A1の急激な進化と普及

を受け、生成A1に対する規制等が追加されていま

す。生貝直人「EUのA1規制枠組: A1規制論の皇

成A1前後」(法とコンピニータ42号(即討年)聞貞

~如頁)によれば、生成A1を含む汎用目的A1モデ

特許 ゛1、 ス

ルの規律として、汎用目的N全般に対する義務(汎

用目的A1モデルの提供者に対して、監督当局の要

請に応じて提供できるように、訓練やテストのプ

ロセス、評価結果等を含むモデルの技術文書を作

成し最新の状態に保つこと等の義務)及び、シス

テミックリスクN5に対する追加的義務(システ

ミックリスクを有する汎用目的A1モデルの提供者

は、システミックリスクの特定と軽減を目的とした

モデルの敵対的テストの実施と文書化を含むモデ

ル評価を実施すること等が義務付けられる。)の2

類型が追加されており、後者は、デジタルサービ

ス法(Di部囲 SelYice Ad DSA。 2024年2月から

全面適用。ソーシャルメディア等のプラットフォー

ムサービスを含むデジタルサービスの規律枠組)に

基づき、超大規模オンラインプラットフォーム、及

び、超大規模オンライン検索エンジンの提供者に

課せられる義務と、相互補完関係にあると説明さ

れています。

令和 6年(2024年)12月11日(水雁 E )( 9

2.中国の「生成式人工知能サービス管理暫定弁法」

中国では、中国初の専ら生成Nの利用等を対象

とする法律として、 20器年7月10日に「生成式人工

知能サービス管理暫定弁法」(以下、「生成A1法」)

が公布され、同年8打15Hに施行されました。同

法では、佳成Nサービスの提供にかかわる事業者

(「生成式A1サービス提供名」。<1開発事業者とAI

サービス捉供者を含む0 の注意義務として、従来

の事後的な注意義務(画像や動画等の生成物に<1

生成であることのマークを付ける義務、違法コンテ

ンツの削除等義務、著作権侵害行為に対L懋告や

サービス制限・停止等措置を講じる義務)に加えて、

法令順守、知的財産権蔀重等義務、適法なデータ

利用、適切な機械学習を行う義務、利用者と利用

契約を締結し、双方の権利義務を明確にする義務、

権利者からの苦恬や通報への迅速対応義務といっ

た、事前予防や混乱防止義務が追加されています。

さらに蔡万里「生成A1サービス提供事業者の著

作権侵害責任について一広州インターネット裁判

所判決(2024年2月8 励を手掛か呪■ 6によ

れば、 2024年3月16U 「巾華人民共和国人工知能

法(学者推薦稿)」が公布され、 A1サービス提供

者の義務や貢任について、事前予防義務としての

二
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利用者の適切な利用を促すための導引義務の詳細

な規定などが明示されています。

3.日本の現状

日本においては、上記した欧州のA1法や中国

の生成A1法のような立法はまだなされていません。

生成A比著作権の関係に関する懸念の解消を求め

る二ーズに応えるため、生成A1と著作権の関係に

'エ

【参考4:rA1と薯作権に関する考え方にっいて(概要)」(令和6年4月)】

「考え方」の概要:A1開発・学習段階

ス

関する判例及び裁判例の蓄積がないという現状を

踏まえて、生成A比著作権に関する考え方を整理

し、周知すべく、文化審議会著作権分科会法制度

小委員会において、有識者へのヒアリングやパプ

リックコメントの募集等を実施しながら議諭を行

い、令和6年3月15目「A1と薯作権に関する考え

方にっいて」 7を取りまとめました。

また、文化庁では「A比著作権に関する考え方

海賊版等の権利侵害複製物をA1孚習のために穫製4'ることについて

令和 6年(2024年) 12月 n e (水曜日)

ロウ1ブサイトが海賊版等の権利侵害複製物を掲載していることを知りながら、当該ウ之

プサイトから学習データの収集を行うといコた行為は、厳にこれを慎むべきものです。

口A1開発等を行う事業者が、海賊版等と知Lノながら学習データの収集を行った場合、以下
のように、開発された生/糊1による著作権侵審の貴任を問われる可能性があります。

開既存の判停止、物理的に著作権侵害行為を行コた者以外の者が、規範的な行為主体として著イ乍権
侵害の看任を負う場合が罰る(規疑献垳為生体論)。

師 A1開発申業者やA1サーピス提供事業妻が、ウェブサイトが海賊版等の撫利侵害複製物を掲載して
いる二とを知りながら、当該ウェブサイトから学習データの収集を行コた場合、これにょり開発され
た生成A1により生Uる著作権侵害についで、当該事撚者力て規範師'行為主住としτ侵害の責任在
問われる酢劉勤噛まる.

誓 1考戈方」ては、どの[エザサイトが遍賊瓢秀褐麗しているかといった慣綿が、擢利肴から事窯煮に対しτ提世きれろことで、駆業看
が蔦鱸駈サイトを型嵐できそよ弓にし、学譜〒ータ収集の対象から即外できでょ5にず卦といウた取繼が捷索しい、といコだ二とも
手されτい字す.

「考え方」の概要;生成・利用段階

W父.,ゴ乢斤

8

◆一岡、'」盲^■§◆゛Ξ'.^J』'.ー

笥乍権侵菩の翌件:r類似性」と「依拠性」

口A1を利用して生成した速像等をSNS等にアップロードして公表したり、複製物を販売し

たLノする場合は、

口すなわち、生成された画像等に既存の瓢像等(著作物)との

ロ;れに対して、A1生成物に、既存の著作物との「頴似性」又は「依拠性」が認められない
場合、既存の苦作物の薯作権慢響とはならず、著イ乍権法上は、著作権者の許諾なく著
作物を利朋することが可能です。ま左、桐人的に画燦を生成して鑑賞する行為(私的使

用のための複製)等、権利制限規定の対象となる行為に当た郡場合も、利用についτ許

諾は不要です。
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にっいて」等で示された考え方の解説資料・として、

N開発者等が著作権と生成A1との関係で生じる

リスクを低減させる上で、また、権利者が自らの

権利を保全・行使する上で、望ましいと考えられ

る取組みを、生成A1に関係する当事者(ステーク

ホルダー)の立場ごとに分かりゃすい形で紹介す

る「A1と薯作権に関するチェックリスト&ガイダ

ンス」(令和6年7月3]印も作成公表しています9。

特許 JI、 ス

【参考5: A1と著作権に関するチ丁ツクリスト&ガイダンス】

^文.,jく,J下このチエツクリストについて

4.おわりに

昨今では、 A1音声生成技術を活用したビジネス

が普及する一方で、人気アニメキャラケターの声

を無断で流用した動画配信や、fディープ・ポイ

ス」技術を悪用した詐欺事件の発生などの社会問

題も発生しており、現行法制度における音声の権

利保護の限界と新たな法的保護の枠組みの可能性

について活発な議論が始ま0ています。これから

も、生成A1によるデータ利用が進み、パンドラの

令和 6年(2024年)12月11日(水曜Π)( 11 )

爽料の構成につ1"、て

●「鰐π部 A1■院・;昆供・申馬のチエックリスト」は、1事案者ガイFライン』の分頚に倣い.、ステーウホルダー
を以下のように分顎しτいます,ま鵡、r中問とり談と紡」内のr各主体に期待される取綿事項例」(72貰)
の揃成を踏まえたものにな?てい恋す.

'革買裂で蹴.r纂薫考ガイド予イン」と翼な、、1.「A1鵜突青」及モ「lN槌戯者」智事嵐者'こ組虔丸てい差せ五一

B"霜・ーー御"、""一沌"・ー*ーー
I A11是供者ご;命驫命喜1語'ι;5;:;,1ミi,5el}'矯合111弓、三「、i某甚壽ゑ胃割こ裟を1;里宝込んだサービスと' 4AlproMlde6 尋A1νス手1鰻証.A1シヱテムU堤コス丁厶とU漣粛の亥襲、Nシステム.サーキご10旋供、正^^たずJID

A1システN二おt,るN畢^(N6ιIS1間餌U5旺'】^サホート又1式A'サービス0)謀屠姓体晝担う.
畢 A1サービスの提侵に釋L,、樫々なステーク司ミルダーとのコミ1ニケ]ーンヨンが漬めらn島ことを島西.

f A1利用者!雙^器茶'ι曾糖'釜轟笈;1寺'r釜凱曳蔓^主阿舳批姉し運卿揚を肱N
'tNBU引作卑"U5彰〕こと又念磨菱〒_じて孃燐、 1三Nシ'デ、豐同1す'ムご

しない不季^の^.A1による痩益盟'丈北0填和耳勢める投明症宙う.
'「舞え方J匹はC貞1申坤妾」しこ柑壽

^、.^^^

^*」用者顎業沃勧鵬で越システム又は叩サービユ妄,鯛'る者"峰え方では,脚」用疉」に相瞥
(^利用者)"嗹鱗壷将踊9'聾{熟毛11鴇魯.晋'霊早1宇勝ξ削三二躍玉謀毛腎島1扶叉亀ゞ總

本貞蕪τば、しれらのiち寅島にNを判mする者を抱す地話として向、、しいます,

A1利用者(業務利用者)のりスク低減方策

^Ξ,■^.ー、呼、、副^'■催一

3 1 A

3・1・心関係写るスチーウホル
ダーに対して、A1の罰」用について
適切に説朗
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前提知識の把握

生成Nの開完・提供'利用に伴コて、ビのような法定利用行為が生Uるか【考えお袷,3碩1

◆薯作枇ほ、r檎胤」や141^信」といった,署作物の「法定罰岡行為」に詑当する行榔驫対して及ぴまず'モのため"
権東」者としては、まず、

編主囲立ね孟^を適助に杷握したうえで、どの行為「こ封して権和法行梗てきるか静、生俵mへの封応を考え
る必蔓があります.'貼定浜行高以外0凧萌荘義^卑工^したり、幽に凱た、」す暮腿】に蛙,劃噂{級が侠ぜん

◆^兵fの側発・提供、利用に伴って生Uる法定激鬪行轟としτは、劃二以下の工~ψが想足さ'r、ま竜,

特許

騨飼堂繋

.A1シスチム・サーピス雫性^」胎方^よっτば

゛才,

姦小一、

ヨ.'

^ ス

論.:● 1、

!'宗入力]'二 1見嶋ユ^

:.、子入,iDI¥或IR^シ岐

令和 6年(2024年) 12月11日(水曜田

'ゞ'

蛭^」冉高^

Y出肖'」'.'ー,

自身の作品に類似したA1生成物への対応

^暑宇-9t.昂

^

亀,文.,,L庁

゛

^'",抽^^、'^●1゛●

,..、〒一

IJ

●ユ

叫、

^,エカ

^

'分索迦憶、隷涯尋)となる蛙音6毒丸らtほす,

◆N生成物による著作権侵善の喬任は、厳則として、物^に生成毎を利用し生成を行った者{又はN生慮物を
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考慮して半辱されますが、生威A1の堤舎、例えぱ以下のような妻棄が考えられます、
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侵害行為の責任主体〔考え方36和

"me1鼻鮭生慮惣^の傾^弗豊姓力物る凋含僻」

当豊主孃兵」が優客物き庄廩きる章然性が高いと^
をっt、、'、を才

◆A1略発者や織提供者力^侵害の責任を負う鳩卸ネ、二れら0圖C対しても、侵害に対する指置壱敗ること
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箱をあけたように、既存制度は様々な課題に直面

することは避けられません。日本においても、包

括的な制度設計をするべき時期にきているという

べきでしょう玲。
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想定ざれる「ガバメントクラウド」とは、政府や地

方自治体が共通で利用できるクラウドサービスの環境

を提世するもので、迅速かつ柔軟でセキュアなシス
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テム構築を目指しています。医療DXの推進に関して

は、全国医療情報プラットフォームの創股が重要な杜

となっています。このプラットフォームは、医療機関

や介護施設、公衆衛生機関、自治体でバラバラに保

存・管理されている患者の医療関連情報を・・つに集約

し、りアルタイムで共有・管理することを目指してい

ます。さらに、電子カルテ情報の標準化も進められて

おり、これにより医療機関間でのデータ交換が円滑に

行えるようになります56。診療報酬改定DXは、診療
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報酬やその改定に関する作業をデジタル化し、効率化

を図る取り組みです。これらの取り組みは、氏療の質

の向上や業務効率化一患者サービスの向上に寄与する

ことが期待されています。

出典:ht即Sゾ/eur・1exeuropae山le部1(ontenvEN/TXT/

PDF/?血=CELEX3卯221,061躍from=EN詳細は特許

ニュース劉)詑n2/9@参照

欧州では、 GDPR (一般データ保護規則D 20条にお

いて、データ主体は、自身が提供した個人データを、

粛造化され、一般的に使用され、機械可読な形式で取

得し、別のデータ管理者に伝送する権利を有すると規

定しています。出典: h杜PS;//eur・1ex.europa.eu/1egal・

ContenvEN/TXT/PDF/?uri=CE上EX:32016R0679&h'0

m=EN

米国のCCPA (カリフォルニア慨消費者プライバ

シー法)は、データポータビリティに関する明確な規

定を設けていませんが、事業名に個人データのコピー

を提供する義務を課しています。出典:hⅡPSゾ/oag.

Cagov/privacy/ccpa

出典: L_20帥1689EN.(別101.h1Ⅸ.xd EUN法のサ

マリ、・' 1・Ⅱgh・1evelsU11抑ary ofthe AI ActlEU Ar血Cial

h)teⅢgence ACI

高い影粋力を持つ汎用目的モデルに特有のりスケで

あり、その影紳範囲の広さ、 Xは公衆衛生、安全、治

安、基本権、社会全体に対する尖際の若しくは合理的

に予見可能な恕影響により、 EU市場に重大な影轡を

及ぼし、バリューチェーン全体に渡り大規模に伝播し

うるもの(A1法3 条(65))

パテント2024 VOL.フ7 NO.12、 P80~訊)。広"1イン

ターネット裁判所判決(2024年2月8 印は生成A1法

22条2項及び14条1項により、被告は本件ウルトラマ

ンティガの作品と実質的類似性をゆする画像の生成を

停止するための技術的予防措置を講じるべきであると

して、著作権(複製権、割案椛)侵害に基づく差止請

求を認めました。ただし、かかるウルトラマン素材を

学習データセットから削除する請求については、被告

が実際にモデルの学習行為を行っていないため棄却し

ています。また被告が生成A1サービス提供事業者と

しての「合理的注意義務」を尽くさなかあったとして

損害賠償責任も認めました。

出典:94037901_01,pdf

出典:叫057901_01,pdf
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出典:叫0977田_田Pdf

令和6年H月25日規制改革推進会議医療WG (第3

回)において日本版EHDS法制定に向けた議諭が始

まっている。出典: medical0201.pdf

令和 6年(2024年)12月11日(水曜日)( 13 )

10

呂

4

5

7

ーつづく

@は10月9日付掲載

※次回は2025年2月掲載予定
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